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るため、 1億円限度の公債を発行して日銀に交付する。

(3) しかし、日銀の損失に帰することが決めがたい震災手形に対して、取立

てを急ぐことは財界に衝撃を与えるから、日銀から割引を受けている銀行

に対して、 (2)項の日銀に交付する損失補償公債と合算して、 2億0，700万

円一一震災手形未決済額一ーの範囲内で、期限10ヵ年以内の国債を交付し

て貸付金とし、銀行は震災手形の代りにこの公債を担保として金融上の便

宜を受ける。

(4) 震災手形債務者は、銀行との聞に手形債務を更新するため、 10ヵ年以内

に年賦償還貸付契約を締結し、支払能力を回復する機会を与えられる。

というものであったo

ところでこの両法案は無修正で、貴衆両院を通過したが(昭和 2年3月法律第

四、 20号〉、その審議にあたって震災手形所持銀行の内容が問題となって、金

融恐慌が起った。そのため、震災手形の整理の実行は恐慌経過後となった。こ

れらについては次章で述べることにする。
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第 1節金融恐慌とその対策

1 金融恐慌の発生と若槻内閣の対策

大正15年12月、年号は昭和と改元された。その年末年初の財界は表面に現わ

れない暗雲が低迷していた。

第 1次大戦中及び戦後の好況期に、急激に拡張した事業界は、大正9年以降

の不況の連続のなかで、立直りの機会が与えられなかった。政府、日銀は、恐

慌や震災に際して、将来発展すべき有望な企業が共倒れになることを防ぐ目的

で、救済資金を放出して経営の健全化を促進し、財界の整理に努めた。しか

し、必ずしもその効果は上がらず、かえって当面を糊塗するに終わって、問題

が後年に残された状況であった。

当時、普通銀行及び貯蓄銀行合わせて2.000有余に上る銀行のうち、弱小銀

行で破綻休業するもの、経営不良などにより政府から営業停止を命じられるも

のは、 9年以来その数を増し、いまだ破綻に至らない銀行中にも、一個人また

は会社への固定貸、不動産投資による資金固定化、担保物の値下りなどにより

経営が悪化するものが増え、 15年から昭和初頭にかけての金解禁思惑による外

国為替の実勢以上の騰貴は、その傾向に拍車をかけた。

すで、に前節にみたように、 15年10月に開催された金融制度調査会は、その第

1の課題として普通銀行の改善と金融機関の検査制度拡充を決定したが、その

実行は第52議会の議決を必要とした。しかしながら、当時の金融機関の不健全

な状態は、台湾銀行の整理の難航と15年末における台銀と鈴木商庖との関係の

いっそうの深まり〈前節の 3参照〉の中に、最も典型的にしかも大がかりな形
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で現われていた。多かれ少なかれ二流以下の諸銀行の中には、この時期にこう

した関係をいっそう深め、不健全性を増していったものが多かったことは想像

に難くなかった。また弱小銀行で、大正末から昭和初頭にかけて、破綻を曝露し

たものも二、三にとどまらない状態であった。

そこで政府は、この銀行の固定貸出の中心となっている震災手形の処理法案

と、銀行の健全化のための銀行法及び銀行検査拡充に必要な予算措置を、昭和

2年の第52議会に提出したのである。

震災手形は、大正12年 9月の大震災による経済界の困難を緩和するため、一

定の条件のもとに支払いを猶予された手形で、その猶予期間はすでに 2回延長

され、決済延期の最終期限は、昭和2年 9月末日で、あった。この震災手形は、

その猶予期限を漫然と延期すれば、財政の整理を妨げ、さりとて 9月末までに

決済を迫れば、財界動揺の因を作るという、いわば財界のがんともいうべきも

のであって、その政府補償による債務の免除が、また台銀及び朝銀の整理にと

って不可欠の条件であったことは、すでに前節でみたとおりであったD

こうして「震災手形損失補償公債法案」及び「震災手形善後処理法案」は、

1月末第52議会に提出された。蔵相の提案理由説明のあと、質問にたった政友

会の星島二郎議員は、震災手形の所持銀行及び震災手形債務の内訳の公表を迫

り、また某特殊銀行救済のため、震災手形の美名をかりて整理を行なうのであ

れば不審に堪えない、という趣旨の発言をし、早くも法案審議の前途多難を思

わせるものがあった。

片岡蔵相は、議会開会前、震災手形関係法の審議の成行きが財界に及ぼす影

響を考慮し、政友会田中総裁と会見して、法案の議会通過の約束を取り付け

た。また、若槻首相の提唱によって、与党憲政会と野党政友会及び政友本党の

3党聞に、諒闇中の政争中止の申合せも行われ、震手法案の平穏な議会通過が

図られていた。ところが2月末、憲政会と政友本党の提携が成ると、野党政友

会の政府攻撃の鉾先は鋭くなり、それが震手法案に集中されることになった。

衆議院の委員会において、野党は震災手形所持銀行の公表を迫ったが、蔵相
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は政府として公表できないという立場を堅持した。そして、法案が再び本会議

に回付されると、野党議員は法案の議会通過に反対し、議事は混乱し採決を翌

日に持ち越して、 3月4日やっと衆議院を通過した。このなかで政府は、震災

手形の整理は国費をもって一部の政商を保護するものであるとの非難を浴び、

審議が貴族院に移されてからも、議場であるいは新聞紙上で、台湾銀行と鈴木

商庖の関係がしだいに世上に曝露された。そのため、鈴木金融は逼迫を告げ、

3月8日以後、台銀は三度鈴木貸増しを増加することになった。

こうした情勢のなかで、 3月14日、衆議院予算総会の席上片岡蔵相は「本日

正午、東京渡辺銀行はとうとう支払いを停止した」と発言した。大蔵省からの

報告によって渡辺銀行の破綻を知った蔵相は、議会において震災手形の内容公

開を迫ったり、財界の内幕を曝露する発言を行なう者があるので、このような

不祥事が起こったという意味を、言外にこめた発言で、あった。ところが渡辺銀

行は、大蔵省当局に支払停止に至る状勢を報告したあとに決済資金のめどがつ

き、実際は営業を継続していた。事の真相を知った大蔵省及び日銀の首脳部

は、急拠対策を協議し、渡辺銀行が翌日以降も営業を継続するように絵、還した

が、翌日日、東京渡辺銀行及び姉妹銀行のあかぢ貯蓄銀行は休業した。両銀行

は二流銀行で、はあったが、経営者が東京の大地主で、比較的信用が厚かった銀

行だけに、金融界に与えたショックは大きかった。新聞が片岡失言と震手法案

及び渡辺銀行の関係を大きく取り上げ、また野党を中心として、 18日芝公園で

震災手形法案反対国民大会が開催されるなどして、震災手形所持銀行への不安

が高まるにつれ、京浜地方の銀行に取付けさわぎが起こり、五、六の銀行はあ

いついで閉庖し、金融恐慌の第一波がここに始まった。

この間政府・日銀は対策を協議し、 21日大蔵大臣は財界安定につき声明し、

日銀と協力して財界の救済にあたることを明らかにし、日銀は非常貸出しを開

始した。この財界動揺のなかで、貴族院は23日、震手両法案を付帯決議付で可

決した。付帯決議の趣旨は、第 1に震災手形処理は貴衆両院議員が参加する審

査委員会に付議することく衆院も同様な付帯決議を付した〉、第 2に貴衆両院
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議員の参加する台湾銀行調査会を設けることで、あった。これらの措置によって

いったん金融界は平静に傾いた。

しかし、 3月8日以来続けられた台銀の鈴木貸増しは膨張を続け、 26日まで

に1，900万円余に上る一方、議会の審議によって台銀の信用が落ちたこととあ

いまって、台銀自体の存立が危機に陥いる状況となった。台銀は大蔵省と相談

のうえ、 3月26日、鈴木に対し28日以降援助資金の供給を打ち切ることを通告

し、議会終了の28日限りで貸出しを打ち切った。 4月1日、この事実が新聞で

公表されると株式相場は大暴落し、続いて 5日鈴木商庖が新規取引中止を発表

すると、鈴木破綻は再び金融界に大動揺をまき起こし、鈴木商庖が大株主とな

っている神戸の六十五銀行が臨時休業し、神戸では一流銀行に対してまで取付

けが起り、株式市場は恐慌相場を呈し、波紋は関西から中国方面に及んで、金

融恐慌は第二段階を迎えた。

この問、 4月5日「台湾銀行調査会官制」が公布され(勅令第69号〉、委員

が任命され、第 1回会合が開かれたが、台銀の当面の窮状に対し、大蔵省・日

銀当局の具体策が提案されるのを待つことになった。この間台銀の困難は日々

つのり、 3月中旬から 4月上旬までに市場借入金のうち 1億円余が回収され、

金融逼迫がはなはだしかったが、なおも市場借入金残高約 1億円のほか、借入

有価証券及び預金5.000万円以上の取付けが予想された。一方日銀の援助は、

当時までにすでに2億5，000万円余に上り、担保余力はわずかに300万円余を残

す状況となった。

4月9日、市来乙彦日銀総裁は片岡蔵相あての書状で、日本銀行の機能上こ

のうえの台銀融資は行なえないこと、しかし台銀を支払停止に追い込めば金融

界に大動揺を起こすから、政府がなんらかの緊急措置をたてることを切望する

旨を申し入れた。要するに、政府が日銀に対して後日の損失補償を確約しなけ

れば、日銀は台銀貸出を継続できない立場を明らかにしたのである。次いで大

蔵省・日銀両者間で、政府の補償方法につき協議が続き、ついに13日、憲法第70

条による緊急勅令によって、日銀が無担保で台銀に融資を行ない、その融資の
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ための日銀の損失は2億円限度で政府が補償するという内容の「日本銀行特別

融通及損失補償令」が立案された。同日、緊急に台湾銀行調査会を召集してこ

の案をはかったが、調査会は台銀救済方針には賛成だが、方法は政府一任とい

うことになった。勅令案は閣議決定を経て、翌14日、枢密院に諮鈎の手続きが

とられた。 14、15日の両日、枢密院精査委員会は緊急勅令案を審議した。審議

は難航し、議論は若槻内閣の対中国政策の軟弱にまで発展し、ついに否決され

た。この間政府は、台銀の危機の放任が国内経済、ひいては国際経済への影響

が大きいことを精査委員一人一人に説得して回ったが効果はなかった。政府は

この事態の対策を臨時閣議で協議し、緊急勅令案を枢密院本会議にかけ票決を

もって争うことを決定、勅令案は17日、枢府本会議でついに否決された。その

理由は憲法第70条の緊急勅令は「内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スル

コト能ハサノレトキ」という要件を備えねばならないが、この場合議会を召集で

きない情勢ではないというのであった。同日、若槻内閣は総辞職を行なった。

翌18日、台湾銀行は取付けにあい、ついに休業を決定した。ただし、台湾総督

府の要請により、台湾内での銀行業務は平常どおり続けることが決定され、内

地及び海外の支庖だけが、帳簿整理の名目で一斉に休業することになった。こ

れを期して、金融恐慌は第三段階にはいった。

2 田中内閣の成立と恐慌鎮静策

4月18日の台銀の休業は、金融不安をいちだんと高める結果となり、全国的

に取付けが始まった。同日、日銀総裁は財界動揺防止を戸明して、非常貸出を

行ない、すでに回収済の!日10円銀行券までも動員して、各銀行の支払元準備金

に備えたが、人心の動揺を抑えることはできなかった。休業銀行が続出し、 21

日宮内庁の金庫を預かる十五銀行の休業の報が伝わると、恐慌の様相は頂点に

達した。預金者は、都市一流銀行の窓口にまで殺到し、預金引出しの群集は銀

行の庖頭にあふれ、その列は長蛇をなす有様となった。この 4月21日、免換銀

行券発行高は、前日に比べ 6億3，000万円を増し23億余円、日銀貸出高は総額
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16億6，000万円と、

空前の巨額に達し

7こ。

ここにおいて、東

京組合銀行は自主的

申合せにより、 4月

22、23の両日を一斉

に休業することを決

定した。全国の銀行

は、これにならって

休業にはいり、政府

の応急処置を待つこ

とになっTこ。

この間 4月19日、

田中義一政友会総裁

に組閣の大命がくだ

り、 20日、新内閣が

成立し蔵相に高橋是

清が就任した。高橋

蔵相は、直ちに黒田

英雄大蔵次官と対策

を協議し、即日 3週間のモラトリアム(支払延期令〉を布くこと、臨時議会を

召集し財界鎮静の根本策を図ることを決定した。「私法上ノ金銭債務ノ支払延

期及手形等ノ権利保存行為ノ期間延長ニ関スル件J(支払延期令〉は 4月22日

枢密院を通過し、即日公布された(緊急勅令第96号〉。その内容は、大正12年

震災の際の緊急勅令とほぼ同じで、 4月22日以前に発生し 5月12日までの間に

支払いを為すべき私法上の金銭債務及び手形等の権利保存行為を、支払日から
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起算して21日間支払いを延期する

ことができる。ただし、国・府県

その他公共団体の債務、給料・労

銀の支払いその他、 1日500円以 i

下の銀行預金引出しは例外とする ε

こと、というものである。続いて i

25日、支払延期令の施行地が朝鮮 s 金融恐慌の際の急造200円札，裏は白紙

・関東州及び樺太に拡大された(勅令第98号〉。
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この間、銀行の窓口が開く 25日 (22、23日は自主休業、 24日は日曜〉に備え

て、印刷局では急拠紙幣の製造が行なわれた。すでに、 21日までの非常貸出

で、日銀はいったん回収した旧10円、 5円の免換銀行券まで動員して銀行の支

払準備にあてたので、手持紙幣が少なくなり、日銀から暫定用200円券の急造

の申し出があった。印刷局では事態の切迫に際して、正規の免換券の印刷がま

にあわないため、 23日午後から裏面に印刷のない裏白の200円札、続いて同50

円札が印刷され、次々に日銀を通じて銀行に運ばれた。

こうして、各銀行の窓口に札束が積まれ、いつでも預金引出しに応ずる構え

をみせたこと、政府がモラトリアム終了の 5月12日までに、臨時議会で財界安

定の根本策を定めることを明らかにして、人心安定につとめたことなどによ

り、 25日の銀行再開にあたっては、さしもの取付けさわぎも全くおさまり、平

静を取り戻した。 25日の免換券発行高は26億5，000万円に上ったが、翌日から

は次々と払い戻され、急造50円券は発行されずにすみ、裏白200円券も市中に

出回ったのは少額で、積極的に回収が図られた。

第53臨時議会は 5月4日から 4日間開会され、金融恐慌善後策として政府が

提案した、「日本銀行特別融通及損失補償法JI台湾ノ金融機関ニ対スノレ資金融

通ニ関スル法律」及び支払延期緊急勅令の事後承諾案を議了した。与党は少数

であったが、財界安定のため、野党の協力で短時日の審議により成立したので

ある。
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「日本銀行特別融通及損失補償法J(昭和2年 5月法律第55号〉の要旨は、

(1) 日銀は、銀行一一将来営業継続の見込みのない休業銀行を除くーーの支

払準備にあてるため、手形割引の方法で特別融通を行なうことができる。

(2) 特別融通は大蔵大臣の定める基準により、特別融通審査会が行なう。

(3) 特別融通の期間は、法施行後1年間(昭和3年 5月8日まで〉。ただし、

4月22日以後の日銀融資に遡及して特別融通とみなす口

(4) 特別融通回収期限一一日銀の特別融通手形の再割引期間一ーは10年(昭

和12年 5月8日〉以内。

(5) 特別融通による日銀の損失は、 5億円の範囲内で、政府が日銀に五分利

国庫証券の交付をもって補償する。

(6) 日銀の損失は、大蔵大臣の定める基準により、特別融通損失審査会が決

定する。

また、「台湾ノ金融機関ニ関スノレ資金融通ニ関スノレ法律J(昭和2年 5月法律

第56号〉は、台湾統治の必要上、台湾における金融機関の機能維持及び海外に

おける国家信用の維持のために、前記の日銀特融法とは別枠で2億円を、日銀

から台銀その他の台湾の金融機関に対して、政府の命令で融資できること、こ

の間の損失は2億円限度で政府が日銀に補償することを定めた。

要するに、 4月、若槻内閣は日銀の台銀への融資に対し、 2億円の損失補償

をする緊急勅令案をたてたが、その勅令案の否決によって金融恐慌がもえ上が

り、半月後には、台湾の金融機関へ融資限度2億円の特別融通と、加えて一般

の銀行に対しても多額の特別融通を放出し、それに対して 5億円の損失補償を

約束しなければならなかったのである。

議会閉会の翌日、日銀総裁に井上準之助が任命され、恐慌の処理が軌道に乗

るのをみきわめると、高橋蔵相は引退し、 6月2日後任蔵相に三土忠造が就任

しすこ白
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第 2節金融恐慌の善後処理

昭和 2年、財界安定のために震災手形処理2法が若槻内閣の手で成立した。

その討議を契機にして発生した金融恐慌の鎮静策として、日本銀行の特別融通

に対する損失補償法及び台湾の金融機関に対する融資法が、田中内閣の手で成

立した。そして、金融恐慌後の財界の安定と銀行の整理は、この 4法律と昭和

3年から施行された「銀行法」を加えた法律を、相互関連のもとに有効に活用

することによって、達成されることになった。いまその事情を、第 1に各法の

運用面から、第 2にそれにより推進された銀行の整理という面から、第3に結

果としてもたらされた金融情勢の変化と対策という面から、金融恐慌の善後処

理過程を略述しよう。

1 日本銀行の特別融通及び震災手形の処理

日銀特融法及び台湾金融機関融資法の議会審議の聞に、大蔵省において特別

融通の条件、範囲、見返担保の種類、担保価格の評価基準、利子歩合などが決

められ、 2法律の施行と同時に 5月9日、「特別融通審査会規則J(勅令第106

号〉及び特別融通に関する規程、達、命令が、省令ならびに日本銀行に対する

秘令として出され、特別融通実施の体制が整えられた。日銀特融法による特別

融通は、これらの法令に従って、日銀総裁を会長とし、日銀及び大蔵省の担当

首脳部を委員とする特別融通審査会が、銀行からの融資依頼に基づいて、審査

決定のうえ融資した(事情切迫の場合は融資のうえ、審査会が承認する〉。ま

た、台湾金融機関融資法による融資の命令も出され、特別融通が開始された。

台湾金融機関融資法による融資は、台湾銀行に対して、 5月10日から 7月30

日までの聞に 1億8.500万円が融資され、これは海外債務の支払い、正金銀行

経由政府指定預金〈米貨1，000万ドル〉の返済、内地市場からの無担保借入金

の返済、日銀代理庖預金の支払い、及び台銀券発行保証に充当すべき国債の買
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入れなどに使われた。

また翌 3年にはいって、台湾商工銀行及び華南銀行の整理案確立とともに、

台湾金融機関融資法による融資が、前者に350万円 (2月〉、後者に300万円

(3月〉行なわれ、台銀融資と合わせて、同法による融資の総額は、 1億9，150

万円となった。

一方、日銀特融法による特別融通は、台銀・朝銀の 2特殊銀行と、内地・朝

鮮の普通銀行、貯蓄銀行に対して行なわれ、期限の 3年 5月8日には、融通残

高は88行、 6億8，792万円に達したo

この間にあって、震災手形の処理も併行して行なわれた。 6月4日「震災手

形処理委員会官制」が公布され(勅令第155号〉、大蔵大臣を会長とし、大蔵省

の高等官(政務次官・次官・理財局長・銀行局長〉、日銀首脳(総裁・副総裁

及び理事 2名〉、貴衆両院議員各2名の構成で委員会が組織された。震災手形

処理委員会は、 7月16日第 1回委員会を聞いて、震災手形処理方針を審議決定

し、震手所持銀行の整理案の成立と見合って、震災手形の債務免除または善後

処理法による貸付を行なうことになった。以後数回の審議を経て、昭和2年9

月30日現在の震災手形融通総額 1億8，471万余円 (33行〉のうち、 19行に対す

る融通金額 1億6，695万余円中、 1億0，522万余円を回収不能額と決定し、その

うち9，982万余円を政府が日銀に対して損失補償することを決定した。また

「震災手形善後処理法」による手形所持銀行への貸付金については、 9月6日

貸付手続を公布し(大蔵省令第28号〉、銀行側の借入れ申込みにより、 18行へ

総額7，611万余円を貸し付けることになった。震災手形の日銀に対する損失補

償は、五分利公債で額面 1億0，974万余円が交付された。なお、いったん補償

した震災手形についても、できるだけ回収につとめ損失額を減少する措置をと

ることになった。

日銀融資法及び台湾金融機関融資法による特別融通の回収と損失の補償につ

いては、昭和 3年 6月、「特別融通損失審査会官制」が制定され(勅令第115

号〉、三土蔵相を会長に大蔵部内高等官 5名〈政務次官・次官・主計・理財・
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銀行の 3局長〉、日銀側 4名(総裁・副総裁・理事2名〉、貴衆両院議員各 2名

の委員が任命され、第 1回会合が 6月20日聞かれた。ここでは台湾融資法によ

る台湾銀行ほか 2銀行に対する融資総額 1億9，150万円の全額を損失として補

償することが決められ、日本銀行の手数料などを加え 1億9，227万余円を政府

が日銀に補償することになり、五分利公債額面 2億0，498万余円(価格93.8円、

期限55年〉を発行し日銀に交付した。日銀特融法による損失は、政府が5億円

を限って補償することになっていたが、順次回収を図ることとして、損失を決

定しなかった。しかし、その後も不景気が続くなかで回収ははかどらず、 11年

3月末に49行 4億9，300万円の融資残高があった。そこで、期限の12年 5月 8

日を前にして、昭和11年 5月、第69議会において、特別融通の期限をさらに10

年延長し、その回収を図ることになった。

2 銀行の整理及び合同の促進

まず、金融恐慌に最も深いかかわりをもっ、台湾銀行の整理について述べよ

う。

震災手形処理2法案の可決に際しての議会の付帯決議によって、若槻内閣時

代に組織された台湾銀行調査会は、具体的整理案を立案するいとまもないまま

に、台銀の休業という事態が起こった。 5月臨時議会によって特別融通 2法案

が成立したのち、大蔵部内で台銀調査会の幹事会が聞かれ、台銀整理の具体案

が審議された。そして、内閣更迭、日銀人事の更迭に伴って、台銀調査会の委

員は更迭された。次いで、大蔵省の幹事会案は、あらかじめ調査会の新委員に

提示され、了解を得たうえ、 7月14日、恐慌後初めて開かれた台銀調査会にか

けられた。調査会は幹事会の原案どおり、「台湾銀行の基礎を輩固ならしむる

の方策」を決定した。これによれば、

(1) 台銀は今後台湾の産業資金供給を中心に、余力を南支・南洋における外

国為替業務に当ること。

(2) 台銀の整理は、まず資本金を 3分の 1に減額し、諸積立金を取崩しのう
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え、震災手形中相当額及び台湾金融機関融資法による融資の債務免除を受

けること。

(3) 台銀の経営には、内地貸出、内地市場のコール吸収を禁止し、海外支庖

その他の庖舗の縮小・廃止、人員整理等により経費節約を行なうこと。

(4) 鈴木貸出の回収のため、台銀内に整理部を設けて厳重監督し、今後一切

鈴木商庖関係貸出を行なわないこと。

(5) コール返済のために、台湾融資法により融資を受けること。

(6) 台銀券の保証発行準備を充実すること。

(7) 台銀に対する金融制度上の改正は、金融制度調査会の調査をまつこと。

であった。

この整理案は7月19日閣議決定され、台銀は本格的に整理過程にはいった。

このときの台銀の欠損見込額は、 2億6，850万円、これを資本金の 3分の 2切

捨ズ分2，625万円、諸積立金取崩し分195万5，000円、震災手形償還免除4，600万

円、台湾融資法による融資の償還免除 1億8.500万円で補填し、このほか政府

から「震災手形善後処理法Jによる借入金5.370万円、日銀特融法による借入

金3，839万余円及び従前の預金部からの低利借入金5，000万円の継続など、手厚

い保護を受けて、立直りのめどがたった。

次に、台銀と並んで整理が課題となっていた朝鮮銀行は、幸い金融恐慌の最

中を無事に経過したが、大正14年 7月、昭和2年 1月実施の整理案の進捗状況

ははかばかしくなく、昭和 3年初頭なお 1億1.500万円の欠損を包蔵し、日銀

の特別融通の増額が、その締切期限5月8日を前にして、問題となった。 3年

1月、新任の加藤敬三郎朝銀総裁は、従来の朝銀整理案では整理実行の見込み

が立たないとして、整理私案を大蔵省に上申した。大蔵省部内では加藤私案を

検討し、大蔵省独自案を練った。そのなかで、特に2年 1月決定、 2月実施さ

れた政府所有在外米貨1，500万ドル及び政府所有銀地金1.000万円の指定預金は

会計検査院の非難を受けていること、台銀はすでに震災手形4，600万円、台湾

融資法による融資 1億8，500万円の計2億3，100万円の債務免除を受ける予定で
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あるが、朝銀は2年12月に震手補償1，500万円の免除が決まり、あとは1，800万

円の日銀特別融通を受けているだけであって、さらに特別融通を増額し根本整

理の見込みをたてる必要があることなどが問題となった。そこで 3年 4月大蔵

省の朝鮮銀行整理案が作成された。が、同月末日銀からも整理案が提出された

結果、 3年 5月8日の特別融通締切に際し、ほぼ日銀案に沿って朝鮮銀行の整

理案が決定された。すなわち、特別融通を4，000万円増額し、既住の1，800万円

とともに年利1.25%で融資する。そして、増額分4，000万円は政府在外米貨及

び銀資金の返戻にあてることになったo そのため朝銀は、以後自行内の経費大

削減と堅実経営に徹して業態の立直しに専念し、やがて満州事変以降朝鮮にお

ける事業の活況とともに業績が伸展するなかで、立直りの機会が与えられた。

次に、普通銀行及び貯蓄銀行の整理状況について略述しよう。昭和2年 3月

15日、東京渡辺銀行の休業以来、金融恐慌によって休業した銀行は36行(普銀

及び貯銀〉、その預金額は5億6.000万円、口数は87万余に達した。これらの休

業銀行に対しては、整理存続の見込があるものには震災手形債務を免除し、ま

た、将来営業継続の見込みのあるものが整理計画をたて、単独または合併によ

り営業を開始するときには、特別融通法を適用して預金払戻準備を融資し、ま

たこの特別融通利率を規定(昭和 2年大蔵省令第12号〉の国債担保貸付利率

(日歩 1銭 7厘〉以下に引き下げるなどの方法をとって、政府・日銀がその整

理を援助したo また、十五・近江・左右田などの主要銀行の整理には、大蔵省

及び日銀の斡旋により、財界総がかりの援助が行なわれた。十五銀行は単独整

理をし、左右田銀行は横浜興信銀行と合併した。近江銀行は、村井・中井・中

沢・八十四の 4行と合併して、新たに昭和銀行が設立された。

こうして政府は、震災手形の補償及び特別融通をてことして、休業銀行の整

理を促進したが、これら金融恐慌を起因として休業した銀行のほか、昭和2年

3月以前に休業または休業同様であった銀行は113行に上り、その整理は容易

で、なかった。しかし政府は、これらの休業銀行も含めて整理を促進し、合同整

理または単独整理によって営業継続をはかり、継続の見込みのないものについ



716 第 4期第4章金融恐慌と大蔵省

ては、解散諭達または免許取消しなどにより、清算手続を行なわせる方針をと

っTこ。

なお、当時の銀行政策としては、第 1に合同勧奨、第2に支庖・出張所の増

設制限、第3に減配の奨励が行なわれた。これらの政策は、昭和2年の金融機

関に対する検査監督体制の強化と、昭和3年 1月の「銀行法」の施行によって

いっそう強化された。

特に、銀行合同勧奨は、従来から大蔵省が積極的に提唱してきたところであ

るが、恐慌の経験によりその必要がいっそう切実なものとなった。 2年 8月、

大蔵省は地方長官に通牒を発し、地方銀行の合同斡旋を依頼した。また、「銀

行法」の施行に当って、資本金100万円未満の銀行が法定資本金に達するため

の単独増資をできるだけ認めない方針をとって、合併を勧奨した。大蔵省とし

ては、都市大銀行への資本集中を防ぐため、地方的な銀行合同を促進する立場

をとった。これにより昭和 2年中に134行が合同を行ない、 3年以降「銀行法」

の施行によって、さらに合同は促進された。

銀行に対する減配の勧奨は、すでに大正13年末に行なわれたが、昭和2年上

期においても、政府の勧奨と当業者の自覚によって、広く実行に移され、整理

の促進に役立つた。また、政府は以前から合併新立の場合を除くほか、入銀行の

新設はいっさい認めない方針であったが、支庖・出張所の認可の基準を厳に

し、「銀行法j による認可に厳重な規制を加えて、銀行乱設の弊を防いだ。

3 金融情勢の変化とその対策

恐慌を通じて、金融情勢は大きく変化した。中小銀行の多くは預金の取付け

にあったが、引き出された預金は安全性を求めて、大銀行、信託会社、郵便貯

金へ移動し、金融恐慌前の 2年 2月末から恐慌鎮静後の 5月末までのわずか3

カ月に、六大銀行は3億9，000万円、信託会社は2億円、預金部は2億4，000万

円の預金増加となった。この都市大銀行の預金、金銭信託及び郵便貯金の増加

傾向は、中小銀行の合同、整理が進むにつれていっそう進められた。そして、
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事業界の不振が続くなかで、大都市においては金融緩慢となり、金利の低下を

もたらたしたが、従来中小銀行の取引先であった中小商工業への金融及び地方

金融は逼迫し、資金偏在の傾向が顕著となった。そしてこの傾向は、 2年から

3年へかけての外資の流入と、日銀からの 9億円近い特別融通によっていっそ

う助長された。

政府はこれに対して、第 1~こ公債の非公募方針を改め、一部公募によって市

中遊資の吸収につとめるとともに、財界の求めに応じて日銀手持公債の市中売

却を助け、第 2に郵便貯金による預金部資金の増加分を地方資金への融資増額

にあて、第3に興銀・勧銀・農工銀・産業中金に債券発行を促して、吸収した

資金を地方資金及び中小商工業金融の強化にあてるなどの措置を講じた。

第 1の公債政策については、大蔵省は特別融通の実施の見通しがつくと同時

に、金融恐慌の結果の資金偏在と特別融通による融資の増大によって、通貨の

膨張及び不健全な景気の招来を防止するため、公債を市中に公募して資金吸収

を図ることを検討し、 5月に 2年度の新規募債 1億5，000万円の発行方法を改

め、一部公募による方針を決定した。そして、 3年 3月6，000万円、同年 5月

7，000万円を国債シンジケート銀行団引受によって募債したが、募債は成功裡

に終わった。

また、日銀は恐慌後の 2年 5月から、市中の求めに応じて手持公債を売却

し、その額は2年中に約 1億4，000万円に上ったが、なお金融緩慢、事業不振

が続いて、確実な公債への市中の需要が大きかった。一方、日銀に手持公債が

少なくなったので、 3年 3月、第20回預金部資金運用委員会の議を経て、日銀

所有の外貨債と預金部所有の内国債の交換を決定し、さらに 7月、第22回預金

部資金運用委員会の議を経て、日銀に交付された震災手形損失補償公債及び台

湾融資法による交付公債と、預金部所有内国債の交換が行なわれた。損失補償

公債が償還期限55年と長期公債のため、短期債と交換して市中の需要に応じた

のである。 3年中に日銀が売却した公債は、 2億8，000万円に上り、この措置

を通じて、比較的短期の公債は都市大銀行の、長期公債は預金部の所有に帰し
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た。

第 2の預金部資金の地方還元について述べると、前述の郵便貯金の増加はそ

の後も引き続き、 2年度は前年度に比し一挙に 4億円余を増加し、その後も

年々 2-3億円の増加をみて、預金部資金に占める郵便貯金の比重は年々高ま

った。これは中小銀行の預金が郵便局ヘ流れた結果で、それだけ地方金融は逼

迫し、預金部資金の地方還元を求める戸が高まった。

大蔵省はこの要望にこたえて、 2年 7月、第16回預金部資金運用委員会に、

郵便貯金臨時増加による預金部資金運用計画を提示し、内地及び朝鮮の地方団

体ならびに各種組合の高利債の低利借換資金、及び普通低利資金を融資するこ

ととしたが、郵便貯金の増加に応じて、その後もさらに融資額を追加し、地方

金融の円滑化と地方団体の負担軽減を図った。また 2年度から、失業救済事業

資金及び中小商工業者応急資金の融資を初めて開始した。さらに、地方資金の

融通形式や貸付規程にも改善が加えられ、道府県六大都市債の直接引受を開始

し、規程の整備によって、融資の弾力化と手続の敏速化が図られた。このう

ち、中小商工業者への融資は必ずしも期待どおりの実績を示さなかったが、大

正15年度8，000万円余であった預金部の地方資金融資は、 2年度約 4億円(実

績)と 5倍近くに上り、 3年度も約3億円の融通実績を示した。

また、上記の趣旨と同じく市中の遊資を吸収して、地方金融の円滑化を図る

ために奨励された特殊銀行債券の発行は、恐慌以後3年末までに8億円近くに

上った。

以上述べた資金偏在と並んで、この時期に問題となったのは、日本銀行の市

場統制力の喪失である。日銀の通貨調節策は貸出金利の調整にあったが、金利

政策によって調節できない特別融通が増加し、特に3年上半期においては、特

融による割引手形が一般貸出金の87%を占める一方、日銀に対する市中銀行の

預金が急増した。その結果、日銀の通貨調節能力が低下し、市場統制力の回復

策が検討されることになった。

その対策として、すでにみたように公債売出しによる資金の吸収とともに、
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特別融通その他の固定貸の整理を行なうことが急務とされ、特別融通の回収促

進が図られた。その一環として、台湾融資法による損失補償が急がれ、震災手

形の損失補償による交付公債とともに、預金部手持公債と交換して、市中資金

の吸収を図ったが、日銀特融法による特別融通は、 3年中にわずか6.9%の回

収をみただけで、既述のように長く日銀の固定貸として残った。こうして、 3

年下期以降、金解禁論議が高まるなかで、日銀の市場統制力の低下がその障害

として指摘されるのである。

以上述べたように、金融恐慌の結果、弱小銀行は淘汰され、銀行の合同は急

速に進む一方、都市大銀行、なかでも三井・三菱・安田・第一・住友の五大銀

行の金融支配力は急速に高まり、信託会社の金銭信託も急増した。また金利の

低下に伴って、社債の低利借換が盛んに行なわれ、事業界の整理も進捗し、第

1次大戦以後、財界が内包していた不健全な要素は、一挙に刻出された感があ

った。しかしながら、ついに景気回復をみないまま金解禁を迎えて、中小企業

や農村は5年以後の恐慌によって、さらに窮状に追い込まれることとなった。
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第 3節 目中内閣の財政政策

l 財政政策の概要

昭和 2年 4月、金融恐慌の最中に成立した田中内閣は、まず、恐慌の善後処

理に大きな力を割かねばならなかった。それについては、第 1節、 第 2節にお

いて述べたので、それ以外の財政政策についてふれよう。

高橋蔵相は就任後 2年 5月、金融界の変化に応じて公債公募方針を立て、金

解禁を当分見送って正貨の現送を中止するなど、前内閣の財政金融政策を手直

しし、また税制調査会を設置して、政友会が多年提唱してきた地租の地方財源

への委譲について検討を開始したが、 6月、 三土蔵相にあとをゆす'った。

三土蔵相は、 3年度予算編成にあたって、不況により歳入が減少し、自然増

収によって剰余金を新規経費の支出にあてる余地が少ない一方、財界整理促進

第33代大蔵大臣 三土忠造

‘"._'--の見地から、多額の公債は発行できないか

ら、歳計規模を急増させない程度に、新内

閣の諸施策を実現するために努力した。そ

こで、既定経費の節約を図るとともに、財

政計画の一部を変更し、震災復旧費を一般

財源から公債財源に組み替え、鉄道公債を

増額して、新規公債発行計画を 1億5，000

万円から 2億円弱に増加し、営業収益税の

負担の軽減、産業振興及び交通通信事業拡

充のための新規経費の支出をまかない、地

租は5年度以降の地方委譲を目ざして、経

過措置をとるなどによって、 歳計規模を17

億7，000万円と前年度予算に対しわずかに
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1，500万円を上回る規模に抑えた。
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しかしながら、与党は少数党のため、第54議会は 1月再開努頭に解散され、

3年度は 2年度予算施行となって、実行予算が組まれることになった。

3年 2月行なわれた総選挙は、第 1回の普選として注目されたが、政友会

217、民政党216、実業同志会4、無産政党各派8、その他21と、与党政友会は

安定した議席を得ることができず、実業同志会と提携して政局を乗り切ること

になった。

次いで、3月、閣議は3年度実行予算を決定し、第55特別議会に提出する追加

予算は、大礼費などの緊急経費のみを計上することにし、地租委譲など、政友

会の政策実行のための予算及び法案は、翌年度の実現をまつことになった。 4

年度予算編成の事情は、 3年度編成の状況とあまり変わらなかった。自然増収

への期待はますます薄れ、公債の新規発行は、 2億円以内に留めなければなら

なかった。そこで 3年 5月、閣議決定された予算編成方針は、経費の緊縮を確

認し、新規経費は重要政策にとどめることになった。実業同志会との提携で、

地租に加えて営業収益税も地方へ委譲する税制整理計画が立案されたが、委譲

は6年度に延期され、 4、5年度は経過的に負担の軽減を図ることになり、農

村対策として重視された自作農創設維持、肥料価格の調節に関する施策も、経

費負担増を避ける立場から当初の立案に比べ規模を縮小して、議会に提案され

ることになった。

また、公債政策については、組閣当初からの公募方針は、 3年上期の金融緩

慢、金利低下、市場の公債需要の高まりのなかで成功を収め、また公債市価が

高まって、 3年度中に償還期限の到来する公債の借換は、発行条件を著しく改

善して、財政負担を軽減することができた。しかし、 3年下期にはいって、金

解禁論議が盛んとなり、解禁思惑による公債市価の低下、公債増発への懸念、

長期債の需要減退などから、公募の発行条件は悪化し、 4年度は再び預金部引

受発行を中心とし、公募を減少する方針を立てざるをえなくなった。

こうして、第56議会に提出された 4年度予算案は、 17億5，000万円と前年に



722 第4期第4章金融恐慌と大蔵省

同内閣が提案した 3年度予算案の規模を下回った。この 4年度予算案は無事議

会を通過したが、政友会の重要政策で、あった地租・営業収益税の地方委譲に関

する税制整理関係法案、農村対策としての自作農創設維持助成資金及び肥料管

理の 2特別会計法案は、歳計不足の折から再検討の余地あるものとして、貴族

院で審議未了となって棚上げされた。昭和4年度予算においては、産業振興及

び交通通信事業の普及・整備などに要する新規経費が認められたほか、生糸価

格の安定を目ざす「糸価安定融資補償法」、塩価の低下のための「製塩地整理

法」など、交付公債をもってあと始末をする施策が成立した。

昭和4年度予算は、田中内閣が満州某重大事件(張作震爆殺事件〉の責めを

負って辞職し、 4年 7月、民政党の浜口内閣が成立したため、実行予算に編成

替えされ、金解禁準備の緊縮財政計画が立てられた。

以上みたように、 2年 6月から 4年 6月までの三土蔵相時代の財政政策は、

政友会伝統の積極政策の展開を期待する党側の空気があったにもかかわらず、

金融恐慌の善後処理と経済界の沈滞による歳入不足のため、財政の拡大が許さ

れない事情があり、一方においては与党が政界における安定した多数党で、ない

こと、貴族院の反対で重要政策が審議未了に終わったことなどのために、実績

からみると、比較的特色のないものに終わった感があった。

2 地租及び営業収益税の地方委譲問題

地租及び、営業収益税の国税から地方税への委譲は、ついに実現をみなかった

が、昭和2年から 4年にかけて、田中内閣が重要政綱のーっとして、実現のた

めに大きな努力をはらった問題で、あったから、それについて、ここでふれるこ

とにしたし、。

地租及び営業税委譲が初めて実際問題として論議されたのは、大正 9年 5月

原内閣によって設置された臨時財政経済調査会であった。そして、政友会は大

正10年以来、窮迫した地方財政に財源を与え、同時に負担を軽減して農村の疲

弊を救う目的で、地租の地方財源への委譲を政綱に掲げたが、大正時代に実現
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しなかったことは、前に述べたとおりである。

昭和2年 5月、田中内閣は第53臨時議会終了後、大蔵省内に税制調査会を設

置し、委員に大蔵・内務両省の高等官を任命して、地租委譲を中心とする税制

整理の立案に着手した。政友会の党側では、多年の懸案で、ある地租委譲の早期

実現を期待した。田中首相は8月、 4年度からの財源委譲を言明したが、代わ

り財源と委譲のための経過措置対策などのため、政府は5年度から実施するこ

とを決断した。 12月、税制調査会は地租委譲を含む地方税制要綱を決定した。

この要綱に基づく地方税に関する法律の全面改正案は、第54議会に提出された

が、同法案が本会議に上程されないうちに、議会は解散となった。

総選挙の結果、政友会は実業同志会と提携して、議会切抜けを図ることにな

り、実業同志会の意向をいれて、地租と同時に営業収益税をも地方税に委譲す

ることになった。 3年 4月、両党間でとりかわされた政策協定覚書には、地租

及び営業収益税の国税としての全廃を 6年度に実行し、法律案は次の通常議会

に提出すること、 4年度に営業収益税の免税点を1.000円に引き上げ、 5年度

にはさらに免税点の引上げを行なうこと、その聞の地租軽減は、営業収益税の

免税点と均衡を保つ程度に適当に定めること、が掲げられた。この方針に従っ

て税制調査会は再び税制整理案の審議を進め、 12月「国税地方税整理要綱」の

成案をみた。これは閣議決定を経て、 4年 1月、第56議会に「地租条例廃止法

律案」ほか16件の大規模な税制整理関係法案が提出された。

三土蔵相は、その提案理由の中で税制整理案の目的を、地方に独立かっ確実

な財源を与えて、地方財政の基礎を強固にし地方分権の実をあげること、同時

に国税及び地方税の根本的整理を行なって、社会政策的租税制度を確立し、負

担の公平と軽減を図る、という趣旨を述べた。

この税制整理案の要旨は次のようなもので、あった。

(1) 地租は市町村税に、営業収益税は府県税に、昭和6年度から委譲する。

(2) 経過措置として、 4年度から国税地租の税率を田畑地価の4.5%から 4

%に引き下げ、営業収益税の個人営業の免税点を400円から1，000円に引き
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上げる。

(3) 鉱産税の一部を地方財源とするため、税率を半減する。

(4) 国税減収の代わり財源は、所得税増徴をあてる。そのため、第三種の個

人所得が1万円以上のものの累進税率を引き上げ、同族会社の税率を増加

し、資本利子税のうち国債利子以外のものを第二種所得に編入し、これを

増課する資本利子税改正を行なう。

(5) 国税のうち、地租、営業収益税、鉱産税、資本利子税の減収は、合計 1

億4，300万円、所得税の増徴は、 6，200万円、差引国税は8，100万円の減収。

地方税は、府県・市町村を通じて、新財源による増加5.600万円、この分

は家屋税、戸数割などの地方税負担の軽減にあて、地方税収入全体は増減

なし。

(6) 新たに「地籍法」を設け、その主管庁は当分の関税務署とし、土地の賃

貸価格の調査をやりなおしてのち、市町村地租の課税標準とする。

この政府案に対して、衆議院で民政党が反対したのはもとより、貴族院にお

いて猛反対が起こった。その反対論は、地方政争による課税の不均衡化、租税

体系の混乱、間接税中心主義への移行、地方財政救済の困難、土地制度の混乱

及ひ、国民思想悪化への配慮など、さまざまな角度から問題とされたが、なかで

も国家財政の見地から、譲税による国庫の減収をどう補うかが論議の焦点とな

った。特にワシントン軍縮の満期後、昭和 6年から海軍の主力艦建造をはじ

め、 7年度から補助艦艇建造に着手する必要があるとされているとき、国の恒

久財源を失うことは、国防上、財政計画上不安をもたらすことが指摘された。

法案は衆議院を通過したが、貴族院研究会は賛否両論に分れ、議員の採否に

ゆだねることになったため、貴族院の多数は反対論に傾き、審議は遅々として

進まなかった。そしてついに税制整理関係法案全体が審議未了のまま、第56議

会は閉会となったロ

政府は、その後しばしば、次期議会に再び同案を提案することを言明した

が、 4年 7月の内閣更迭によって、地租と営業収益税の地方委譲は実現しなか
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った。なお、前内閣の立案による、地租の課税標準の地価から賃貸価格への切

替え準備として実施されていた土地賃貸価格調査は、田中内閣成立後も続けら

れ、 2年中に調査が完了したが、その調査書は、上記のような政策の変更によ

って、しばらく棚上げにされたままになっていた。 4年 7月内閣が代わると、

民政党内閣は、さっそしこの賃貸価格調査に基づく地租制度の改革を実施す

る方針を立て、 「地租法案」の立案にはいったが、 5年第57議会は解散のた

め、翌6年、第58議会で、ロンドン軍縮による減税を兼ねて、それが実現する

ことになったo


